
 専 決 第 ２ 号  

 

専 決 処 分 書 

 

   支 払 督 促 の 訴 訟 へ の 移 行 に よ る 訴 え の 提 起 に つ い て  

 

 訴 え の 提 起 に つ い て は ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）  

第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 要 す べ き と こ  

ろ ， そ の 処 置 に 特 に 緊 急 を 要 し ， 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な か  

っ た の で ， 同 法 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 下 記 の と お り 専 決  

処 分 す る 。  

記  

１  事 件 名  学 校 給 食 費 請 求 事 件  

２  裁 判 所  伊 丹 簡 易 裁 判 所  

３  相 手 方   

 ⑴  被 告   

        

 ⑵  被 告   

        

４  理 由   相 手 方 は ， 学 校 給 食 費 を 滞 納 し て お り ， 再 三 の 催 告 に  

     も 応 じ な い た め ， 支 払 督 促 の 申 立 て に よ り そ の 徴 収 を 図  

     っ た と こ ろ ， 相 手 方 が 督 促 異 議 を 申 し 立 て た た め ， 民 事  

     訴 訟 法 （ 平 成 ８ 年 法 律 第 １ ０ ９ 号 ） 第 ３ ９ ５ 条 の 規 定 に  

     よ り ， 支 払 督 促 の 申 立 て の 時 に 遡 っ て 訴 え の 提 起 が あ っ  

     た と み な さ れ た も の 。  

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日  

 

               伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

報・専2＊


